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 （趣旨） 

第１条 この法人規程は、国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則（平成１６

年法人規則第１号）第３５条第１項に規定する特別な組織として設置する分野融合型数理・デ

ータサイエンス・ＡＩ教育推進本部（以下「推進本部」という。）に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

 

 （目的） 

第２条 推進本部は、筑波大学（以下この条において「本学」という。）における全学的な数理、

データサイエンス及びＡＩ（Artificial Intelligence：人工知能）を活用し様々な分野におけ

る課題の解決を図ることができる人材を育成するための教育（次条において「数理・データサ

イエンス・ＡＩ教育」という。）に係る方針を企画立案するとともにこれを推進し、もって本学

の教育研究の発展及び学修の充実に資することを目的とする。 

 

 （業務） 

第３条 推進本部は、次に掲げる業務を行う。 

 (1) 全学的な数理・データサイエンス・ＡＩ教育に係る方針の企画立案及びその推進の総括に

関すること。 

(2) 数理・データサイエンス・ＡＩ教育に係る全学的なプログラムを実施するための総合調整

に関すること。 

  (3) 数理・データサイエンス・ＡＩ教育に係る全学的なプログラムのＰＤＣＡサイクル（プロ

グラムを継続的に改善するため、計画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改

善（Ａｃｔｉｏｎ）の段階を繰り返すことをいう。）の確立に資する事項に関すること。 

 (4) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

 （組織） 

第４条 推進本部は、次に掲げる構成員で組織する。 

(1) 教育を担当する副学長（次号において「担当副学長」という。） 

(2) その他担当副学長が指名する者 １５人以内 

 

 （本部長） 

第５条 推進本部に本部長を置き、前条第１号の構成員をもって充てる。 

２ 本部長は、推進本部の業務を総括する。 

 

 （構成員の任期） 

第６条 第４条第２号の構成員の任期は、２年とする。ただし、任期の終期は、構成員となる日

の属する年度の翌年度の末日とする。 



２ 補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 前２項の構成員は、再任されることができる。 

 

 （運営会議） 

第７条 推進本部に、推進本部の業務に関する事項について協議の上決定するとともに、関連組

織との連絡調整を図るため、推進本部運営会議（以下「運営会議」という。）を置く。 

２ 運営会議は、次に掲げる構成員で組織する。 

 (1) 本部長 

 (2) 教学デザイン室の室長 

 (3) 総合智教育推進委員会の学群共通科目部会に置かれる共通科目「情報」に係る専門部会の

長 

 (4) 総合智教育推進委員会に置かれる大学院共通科目部会の長 

 (5) 理工情報生命学術院システム情報工学研究群の研究群長 

 (6) その他本部長が指名する者 若干人 

３ 前項第６号の構成員の任期は、２年とする。ただし、任期の終期は、構成員となる日の属す

る年度の翌年度の末日とする。 

４ 補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前２項の構成員は、再任されることができる。 

 

（議長等） 

第８条 運営会議に議長を置き、前条第２項第１号の構成員をもって充てる。 

２ 議長は、運営会議を主宰する。 

３ 議長に事故があるときは、前条第２項第２号の構成員が、その職務を代行する。 

 

 （事務） 

第９条 推進本部に関する事務は、関係する部課室及びエリア支援室等の協力を得て、教育推進

部教育推進課において処理する。 

 

 （雑則） 

第１０条 この法人規程に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この法人規程は、令和３年１２月２３日から施行する。 


